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ひとこと

第54号の発刊によせて

　花の香りが梅から桜にかわり、今年も春がやってきた。『世界の児童

と母性』誌は前号の「児童養護と子どもたち」に続き、今回は「社会

的養護としての里親」をテーマに選び、さまざまな角度から里親につ

いて考えてみることになった。いまなぜ里親なのだろうか。

　私が児童福祉の仕事についた1960年代、児童相談所に6人の実子を

持つアメリカ人夫妻から「自分の収入ならあと3人の子どもを育てら

れるので、家庭の必要な子どもがいたら引き取りたい」と申し込みが

あった。自分の子にするための養子さがしが主流であった当時、「目か

らうろこ」の思いをしたことがいまでも鮮烈に残っている。以来何組

かの友人にも里親をお願いしてきた。

　児童虐待が社会問題となり、児童養護施設があふれ、愛着の課題を

抱える子どもたちのために専門里親の制度が発足した。しかし本誌の

論文の多くが指摘するように、里親制度の発展、支援のしくみは経済

的な問題も含めまだまだ課題が多い。東京都は施設併設の養育家庭セ

ンターを廃止し、児童相談所を強化することで里親による社会的養護

を進める方針ときくが、成果はいかがであろう。

　児童養護は施設か里親かではなく、両者の利点を活かしつつ地域ケ

ア、在宅ケアの視点を進めていくことが必要であり、子どものパーマ

ネンスをどう保障していくかも大切な課題であると思う。今回、制度

の利用者である里子たちの声を聞くことができたことは、大変意義あ

ることと思われる。本誌がこれからの里親制度を考えるための糧とな

ることを期待したい。

　なお松原康雄氏、安川実氏、そして片岡の3名は今号を最後に編集

委員の任期を終える。この仕事を通して多くの方々とふれあうことに

感謝しつつ、本誌が新しい編集委員を迎え、さらに発展されることを

心より願っている。　　　　　　　　　　　編集委員長・片岡玲子



里親の変遷と里親制度の
改革

特 集
社会的養瞳としての里親

　　　　　　　　　　　　　　　　たき　ぐち　けい　こ
馴蝉糠科鍬絵福福・学科搬瀧口桂子

1．はじめに

　2002年10∫1、1｝！親1聞度は50余イ1三ぶりに人きく改定

された，，社会的養滋としての川親の1∫「要性は以1〕lfか

ら認識されてはいたが、その推進のための対策や制

度改．・‘lll：にはT：がつけられずにきた。しかしますます

多様化する児巾養護川題、とりわけ児童虐待の深刻

な状況が今回の改革をもたらしたといえよう、，

　さまざまなi］t情で子どもを実の親や家族が育てら

れず他人に養育を委ねること川11親委託、ln預け）

は、平安時代の昔から行われていた．　tt本論では明治

以降の里親の歴史を概観したうえで、Il［親制度改革

の茨旨を紹介する。

2．戦前の里親

　戦前、とくに明治・大」ビ時代には母親が産後死亡

したり、iJ：乳不足や病気がちで授乳困難な場合、あ

るいは1腿業ヒの都令や隠しF（非嫡川r－）などの養

育のために、養育料を支払い母乳が1！！1：かにでる女性

のいる農家などに乳幼児を預けることはさほど珍し

いことではなかったtt．京都の洛北地方には肚i「・を積

極的に受け入れ里親村とよばれる村がいくつもあ

り、京都府社会課がその調脊報告．ll｝：をtLtしているほ

どである，．1．

　このような私的契約による里親ではなく、要保滋

児敢を川親に委託しての養育も、明治の中頃から児

童保護施設を介して実施されていた、〕孤児院や育児

院とよばれていた施設も法に基づいて設置運営され

ていたわけではなく、1匹親委託も公的な制度として

ではなく、各施設の養育方針や独1’iの方法によって

行われていた、、小沢・は「我．邦ではノく抵の育児院が

児恒の家庭委託を行ふ．普通乳児は里預けとし、学

齢に逆した際に院内に戻して教育を施すt．，又義務教

育終了後職業又は家．事見習いの為適当な家庭に委託

して成長後の独立を図る。．．1と記1追している，∴：ちな

みに1922（　」〈　．ll：．　1　1）年の社会J，“調査をみると、全国

の育児院はIMカ所、　JI叉容入員総数4，83〔〕人、そのう

ち委託人貝総数1，870人（里預563人、徒弟1，109人、そ

θ）他198人）となっているジID代表的な実践例をあげ

てみよう。

　岡lll孤児院はイギリスのバーナードホームになら

い、家族制度と乳幼児をip．　faに預けて養育する委託

制度を取り人れていた，，乳幼児には母乳が必要なこ

と、愛情豊かできめ細かな1』：話がなによりも1∬要で

あることから、養育料を支払い人所児．巾のうち幼い

者は里親に委託した。さらにイ．｛井卜次は施設養護の

限界を認め、況のない∫・どもが了・どものない家庭で

育てられることが理想であるという考えに遠し、理

想郷として里親村の創設をめざした。／本誌53号’菊池

論文を参照していただきたい）

　福田会育児院は院規則で3歳未満レ巳は乳養（肛親

委託）、3歳になると帰院させて院内養育をし、児．巾

を引き受け職業を教えながら養育してくれる商人や
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職人の家庭があれば修業児として委託、自活できる

ようになると退院の千続きをとる方法を定めてい

た．公・：tl施設である養育院においても哺乳児の人院

増のため川頂け先が多数必要となり広㍑を出して里

親を募集し、「幼苗：縁糸IL雇預碓餐育‡：1・保管T：続きの定

め」に戊1」ついて農家等へ委託している　いずれの施

設も里親の監督のために地域の医者を依頼「，たり、

荘育料を支払うときにi11．j”を同伴させてその成長に

注意を払っていたようである／：年長児の委託に関

しては児竜の労働酷使問題なども多く生じていたと

思われる．．．

　明治中頃からノ∪ビ年間は施、i麦からll槻への委託が

活発に行われていたが、救護法の施行により家庭委

託が認められなくなり、漸滅していった

3．児童福祉法の制定と里親制度

（1＞児童福祉法制定過程における里親の位置づけ

　児11i’［福1‡［1：法カミ成、：’：寸ーるまでの経辛｛1∫：で、｝n親lllll度は

どのように位置づけられてい’・たグ）であろうか．．．要

保護児1†（：対策として1946（lll｛和2D年1〔｝ljに児童保

li蔓法案要綱が起ポされたが、そσ）なかには川親の規

定はなく、要保護児巾を親族、その他の私人の家庭

）くは、‘ii’11E、教会、その他適’11な施設に委託すること

となっている，，19’17年の児1‘1’C．籏」11：法要綱案になると

川親の川語が川いられ、児1†〔福祉委貝会の意見を聴

き適’1］なものをΨ親登録して児1†llを委litするという

条項が見られる，、その後数度にわたり法案は審議さ

れ、川親に関しても検討された．GI．I　Qの’茨｛；Illで来

｛1し、　レ巳，iTト苗311：a）∫‘li念とノ∫言」［一をZllけrLl弘1イ系若に「，序ラεし

たフラナガン神父は、Ll．［親制度について氾fの労働

酷使や虐待を17防するために細心の川意を払い、十

分な監督が必要であることを勧告している．㌶最終

的に児，’i’（1福」11：法は、i］L親を1． 保漫者のない児1翫又は

保護者に監護させることが不適’11であると認められ

ll「．．界の児「rt：ヒ母t’1：

る児llil：を養育することを希望する者であって、都道

府県知事が、適当と認めるものをいう1と規定し

た、．さまざまな私人が他家の児童を養育する行為と

明確に区別して、川親を施設とならぶ社会的養護の

ノ力去と1ウ：置’∫け、都」直府り甚知’II：は児，‘rcのf呆滋につい

て必要な指示や報告をさせることができるとしたtt

l948年には「家庭鍵育運営要綱」もだされ、1950年

のVLVi，i：稲祉1」三改1Fでは11［親養育に関するJtMIV，1；i“を

定めるという条項も追1川された、，しかし、その最低

基準は今川の制定まで待たなければならなかった。

（2）里親制度の動向

　1∬視制度がスタートし今川の改革に至るまでの間

には、多少の改1‘1がなされてきた、．195］年の児』i’［福

祉法改1ピで保護・受託者制度（義務教育を修j’した要

保護児1’i〃（：を川L二の家庭に預かり、又は通わせて保護

し、その性能に応じて独、ン1「1活に必要な指導を希望

する者で、都道府県知’1i・が適当と認めた者．．通称、

職親）、1974年には短期トl！親制度が創設された

　i伐後4〔｝年以Lが経ldし社会状況や家庭環埋匡も大き

く変化したことや、｜i1，親制度が普及せず年々落ち込

んでいく現状を改鮮するために、1988年に「川親等

家庭養育運営要綱」を定めた．社会的養滋としての

川親の普：及に努めること、養r・縁糸1［前提の馳親、特

》1］養一∫・制度『〔1987イ1三の民法改11：による）への対’応を

図ることとなった．．．さらに1999年には1∪親制度を積

極的に活用できるように、必要な場合には委託児童

の保育所利川等をμ」．能とした（それまでは二IP措概

になるということで認められなかった〕．

（3）里親数および委託の推移

　1艮親による養育の理念、意義は誰しも認めるとこ

ろであるが、実際にはさまざまな原因や背景からわ

が国にiil，親制度は根付いているとはいえない（この
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ことについては本誌の湯沢論文を参照していただき

たい）ここでは登録坦親、委託里親、委託児童の数

の推移を示すことにとどめるv（表1）

　登録里親数がもっとも多かったのは1962年の

19，275人、委託里親は1958年の8，646人、委託児竜数

も1958年の9，618人である。このように里親委託が順

調にf，lrびている1950年代、60年代前“トでも乳児院や

養護施設など施設入所措置との比率をみると里親委

託は約20％にすぎない。60年代後半からは里親数は

減少の・途をたどり、現在登録里親に対して委託里

親の割合は23％、養護措置児童全体に対して里親委

託率はわずか6％ほどに減少している。

4．新しい里親制度と課題

　1∬親制度は大きく改定されたが児童福祉法の里親

に関する条文は従来どおりである。新制度は2002年

9月51］付で公布され10月1［llから施行された「里

親の認定に関する省令」と「里親が行う養育に関す

る刷氏基準」の2つの厚生労働省令に基づいている◇

またこれにともない6つの雇用均等・児童家庭局長

通知（①2つの省令について、②里親制度の運営、

③専門里親研修制度の運営、④養子制度等の運用、

⑤里親支援事業の実施、⑥里親の叫1寺的な休息のた

表1．　里親数および委託状況の推移

㊤膨 翻纏鍾・㈲‘‘ 瀕礪観働
‘「「・’ 街醐鷲1　　　　　　　　　　．‘　　　　　　　　　　　　　． ．惨酬

1950（昭和25） 7，429 4，S59 5，488 65．4

19551　3〔〕〕 16，200 8，282 9，］11 51．1

19（60（　35） ［9，002 7，751 8，737 ’lo，8

1965〔　4ω 18，230 6，《｝90 6，909 33．4

1970［　45） 13，621 4，‘）75 4，729 29．9

1975（　　5｛｝｝ 10，230 3，225 3，851 31．5

1980‘：　55） 8，933 2，（シ16 3，188 29．6

1985（　60） 8，659 2，627 3，322 30．3

1990十1祇2） 8，046 2，312 3．0髄 28．7

1995（　　7｝ 8，059 1，940 2，377 24．1

2αx）（　12） 7，403 1，699 2，157 23．o

資料：厚生省児童家庭局胴べ、厚生労働雀「社会福祉行政業務報告」

めの援助の実施について）がだされ、1987年発令の

厚生省（現・厚生労働省）・邪務次官通知「里親等家

庭養育の運営について」は廃止された。121xx’　iltll度の

充実推進を図るねらいで改善された新しい制度の概

要はつぎのとおりである。

　①91親の種類を「養育里親」「親族里親」「短脚埋

親」「専門里親」の4種類とし、それぞれの目的、役

割を明碓化したこと。

　表2に示したように各種里親の定義、資格要件、

登録の更新、委託児童の人数制限と委託期問のISN　JX

などを定めた。「養育里親」の規定はこれまでの里親

と変わらず他の『1親規定の基盤となっている。「短期

里親」もこれまで実施していたものを拡充して弾力

的に運用し、緊急ケースへ柔軟に対応できるよう配

慮している。また施設入所児敢が夏休みや週末を利

用して断続的に里親家庭で4三活する場合も短期黒親

に含めている。

　新たに規定されたのが親族黒親と専門里親であ

るc「親族里親」は、民法．！zの扶養義務の関係からこ

れまで児童の3親等の親族を里親と認定することが

できなかったが、真にやむをえない場合に限り3親

等内の児灘を委託し里親と認定できるようになっ

た。欧米で活発に利用されているsfTL縁関係のある家

　　族による家庭的環境での養護を重視した制度

　　　（Kinship　care）を取り人れたものである。「C4t

　　門里親」は、児童虐待などにより心身に有害な

　　影響を受けた要保護児苗：を2年以内の期間を

　　定めて養育する里親で、いわば今回の改革の旧

　　玉となっている制度である。

　　　②里親支援体制を強化したこと。

　　　里親が行う児童の養育は個人的な養育では

　　なく、礼会的な養育であり、社会的養護の・一環

　　として、里親が必要な社会資源を利用しながら

　　児童を養育できるよう児童相談所、児童福祉施
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ll圧界の児rl’とtl月¢1

表2．新しい里親制度による里親類型

．　　　　　　定義． 資絡要件 登録の更新委託児童殻の制限 委託期閥

要保1遊児童〔保護者のない児※▲くは 「．し．’じ・身ともに但！4≧であること 5年ごと 6人まで｛同時に 原則として児れが

保漫者に監護させることが不適当 ぼ）児1†l！の錠育についての珊解と熱意、児‘」ll： 養育する委託児 1お歳に達するまで
である．ヒ、啄められる児酌を騰育す への∪かな愛情を有していZlこと 償およびそれ以 の必要な期川

来 るll1親として認定を受けた者 磯糸恒芹的に困窮していないこと 外の人籾6
．τ1児｜1Rの養育に！周し虐待等の問題がないこと

親 5．｝巳爪ト　II」11；iメ…、」Ur∬：t1（イ‘、」巳rit司ミ」レノ｛こ↓系

る行為の処湘及び児呼‘：の保鹿に関する

法律の規定により、消金以Lの刑に処せ

られたことがないこと

次の要件を満たす嬰保護児激を養 鮒川親と1司じ 登録制度 制販なし 養で戸｛wと同じ

育する‘II親とLて認定を受けた者 ただし品経済的に困埼苛していないこ．ヒの なし

親 u｝当該親族鯵ト親の：；1班等内の説族 要Wは除く

族 であること
1
匹 Z．その両親その他寳保淡児肖’～を現
親
に監護する者が死亡、行方イミ明瞥

の状態により11i該児巾の養育が
川」待できないこと

短 L年以内の朋間を定めて、‘擾保ロ疫 養育III親と同じ 5年こと 養育Ψ親と1‘i川二 原則として戸ド以内
」
｜
・
－
U
l
ー
　
‘
　
r 児市を養育する1∪親として認定を

親 受けた者

2年以内の朋川を定〆）て、要保1洩 ．．L．庄育1じ親の’妥「’トに加えて次の要Wのい 2年ごと 養育111規と1“1じ 原Ullとして2年以1ノ寸

児巾のうち児聡虐待等の行為によ ずれかに該’灼すること ただし㊧li〔児1’旅

り心身にイr書な影郭を受けた児巾 ア3年以ヒの養育1∬硯経験を有する者 については2人
㌧
∨

を養育する1∬親として認定を受け イ：｛年以上児巾福制：’1∫※に従vμした者 まで

た持 で剤1泣府県知ドPが適’ηと認めた者

縄 ウ都道府県知‘lfが7’と同等以Lの能力

をf∫すると認めた者

．、2呪門ll1硯研修を修了Lていること
．3．委託された児市び）迷育に㌧‘’念できる者

設、その他関係者が迎携して里親を支援する体制の

強fヒを図っている。具体的な支援事業として里親研

修の充実、委託児情やln親自身に1剥する養育相談、

〔1［．親の一’時的な休息のための援助（レスバイトケア）

の実施を定めている。

　③児肚相談所に生i＞親対応～」〔門職員を酉己置すること。

　里親養育相談を允実するために児敢相談所に！it：親

対応㌧1」q‘11職貝を配置（非常勤）し、里親からの相談

に応じ、委託児童の養育状況を把握し適切な指導や

助言を行うe

　　・般的にも∫一育てが非常にむずかしい社会状況の

なか、とりわけ児酷養護問題が深亥ll化する現在、こ

のような制度改革の意義は大きく、期待も膨らむ．

馴111里親も画期的であるし、里親の支援体制として

研修の充実、羽1談援助、レスバイトの実施も不rり’欠

である、、しかしそれらの具体的な実施体制や∪〔門職

貝の養成、施設養護との協働、P算の確保、関係者

の意識改革や社会への啓発活動など、これからの課

題は山積みである．：．頑張ってやったけれど関係者が

みんな疲労困側し、制度としても進展しないという

結果を招かないように、新しい里親制度を人’∬に育

てていくことが私たち一人ひとりの課題である。

．Mi

い．1；［疏府日会1課「洛．1ヒ名物　　里ゴ．のL』tj　ll1四印刷合名会子I　T：）2’1

3レト沢　・「児巾’tit制度1「引．フこ11‘業研究」L，3　tt　1］　L；・　P25

：‘　．i l＿会）16　箔　　 κ｜；　　「 ll
．
会　Il｝ 業x虎li i　，要覧」　　 1s）25

．i　IIIl川1勝刷　rむ1川1会沿．φ巨略1足」智川1会　　LIM）9

　裏）；｛都養育院編r整育院　百｛ド史」屯扁着‘　197．i

5．小野蜘編「rll飢】‖｜におけるe会秘｛1卜7i：ド：1に関する研究扱告，何財川｝去人

　fl．会研袖1捌究所　　197H

キーワード：里親養育の最低基準・里親制度の運営

　改正、さ’れた里親制度については2つの省令（厚生労働雀令

第ユ15号・116号）と「里親制度の蓮営について」（雇児発第

0905002・腎）の内容を理解する必蟹がある．．そのうえで現在の

児堕家庭福祉サービスの実施体制を厳しく見据え、新制度を
’

絵に描いた餅’にしない取り組みが求められる。
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里親制度の不振と打開の
方向

特 集
社会的養護としての里親

　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　ざわ　やす　ひご

東護殼蕊蔑学非鰯淵湯沢雍彦

1．はじめに

　編集部から示された本稿のもともとの課題は、「わ

が国はなぜll！親制度が根付かないのか」であった．

本稿は、これをやや拡大して、打聞の方向まで探っ

てみたものである．

　たしかに、日本における岐近40年問の胆親一川r・

iiiUJ．！’　a）！｜く」辰1ま、委li〔1り己1’r〔数力s’19．　58（1眉矛ll33）Il｛a）9．489

人から2000仁lz成12）f1三の2．157人へと4分の1以ド

に激減している数字をあげるだけでも、明白な事実

であることを認めざるをえない、、

　その原因としては、さまざまな側面からの問題が

考えられるが、本稿では・応、①1］！．子側の」IPIi‘1、②

里親側の意向、③児童那ll談所のk；）hit；、④児童養護施

設の在在、⑤厚生労働省の行政指針、⑥打開する方

向，に分けて検討してみることにしたい、

2．里子側の問題

　まず基底的な問題として、該当児IK数全体の減少

が考’えられる。人L｜学では、0歳から14歳までの合

計を少年人1｜とよぶが、その最盛期は1955（昭和30）

年前後で約3，000’Ji人もいた。それが少llt．化の急速な

進行に伴い、2000年には1，800万人台になって、411｛ll

も減っている。しかし、4分の1まで落ち込んだわ

けではない。むしろ、ユ960（lll｛和35）年代に始まっ

た高度経済成長の影翠21の方が人きい、，人部分の家庭

が豊かになって、2人までにおさえたf・どもをア放

す必要がなくなってきた。それに親の寿命が延びて、

子が成長するまでに親が亡くなるケースも非常に少

なくなった，、’要するに、この基本的条件からみれば

「親の保護に恵まれない不幸な子」は、数字的には

っきりできないが大幅に減ったことは確かである．

　しかしソ」、親の離婚が年々増え、それに巻き込

まれる未成年のJ：は妓近年では25万人にも1’．るほど

になり、197〔｝年頃の5倍にもなった。

　しかし、そのt”らには父母どちらかが親権者に定

められて（80％がiり：親）、原則としてその監漫に服し

ているから、ノく部分は対象から除外してよいttただ

しその・部は、父母から放任されて危険な状態にな

っている。

　また、未婚の∪から生まれる∫・は少しずつ増加し、

別に実の親から虐待されるr・も放近急1曽している，，

児＄掃ll談所（以下’；児相）で処川される件数は、1990

（平成2）年には1，101件にすぎなか∠）たが、「児「‘∬

虐待防IL法」が施行された1999（平成11）年には実

に11，6：Slf’1：に遥したtt、従来は、警察や学校へ通Zllし

ていた分が全部児州へ一本化された制度ヒの変化も

大きいが、小さな行為も見逃さなくなったll∫民の通

報も増1川して暗数が浮かびLがってきたL、

　ところで、この結果の措置の仕ノ∫が問題になる，、

　1998（平成］0）年度までに措置されて在所する養

護措置児ri’1の総数は32，879名にヒる（表1）が、そ

の月三f到的人部ラ）・は、児童ま㍉i隻槌赫更と7Lハ己1院（対’象児
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　｜1」界a）児ぷ．ヒ「4㍗1．

章が0歳から2歳までの場・合）が古め（85．3％と

8．2％）、11！親委託は2．132名（（ミ．5％）にすぎない、、

つまり、要保謹児1†1：が急減したわけではなく、やや

減少したものの表1のように毎年3万人以ヒ存在し

ている。それにもかかわらず、aE．親委託は減少して

いることに問題があるのである．，

3．里親側の意見

　「川親制度が活’1”li化せず、　q［親が増えない原因」に

ついて、実際に里］1’を引き取り養育llrの里親自身か

ら意見を開いた‘凋査結果1．が表2である　表1．年度別里親委託児童、児童養護施設および乳児院の在所児童の数

〔1998年調査・iplユiメ数239）。

　質問の12項Llすべてについて「そう思う」

が多く、原因が多岐にわたることを思わせ

る．自身が抱える困難点というよりも、行

政への不満（「行政や児相が積極的でない］

「支援体制がト分でない．日経済的負］11カミ大

きい」）と、吐問の迄持風潮の乏しさ（「他

者のために役、．’tlとうとする家庭が少な

い」「lf［t縁意識が強い1「住環境の余裕　　　；bぴ｛ll．．ぴ巳IWII刷・9、＊li．会柵lr・統Lll．fl班、そのほカ1はlll会柵1：施‘m’｝．tLl‘粉Hllll・Vfill，．V2

がない．」など）をあげる声が強い，．　　　表2・里親制度が活性化せず・里親が増えない原因　　　　　　　　　　（％）

　なお、自山記述を求めた［その他」

には、児祁に対’する厳しい意見があっ

た，　tt「児川の対応にf［，．lil別性がない」「児

相はIU．　r一に出せる一∫・は少ないという」

「児川がSF．．親教育をしない」「児相は1’・

どもを出さない．．1「Vd相のおごりがあ

る1．その他の意見として、「実親の親

権ばかりを認めすぎる1がある㌔．

人的な意見を述べた記録．｝がある、，長年の経験者’の

率直なぼ葉としてはLti－．低である、．

　児相がLE．親に委託しないPIIi［1はこうだという、、

①1∪槻委託は特別なことと意識されている……施設

入所の方は委託するパターンが決まっているが、肛

親の力は措概委託記録についての扱いも不明確だ、

②11［親委託を優先すべきという考えは支配n勺ではない，，

函少なくないワーカーがli［．親委li丘に恐れを抱いてい

る……実親との関係を切る、新しい親子関係をつく

ることについて、過去の失敗経験から迷いがでる，、

里親 児瀧養護施股 乳児院 養巡措慨児意
一一☆一一一テ 一一一一一一一 一一一s合A一 AP－’一一一

年度 委託児童 在所児散 在所児童 合計

実数1比率 実数1比率 実数、比率 実数1比率

1949（昭24）＋ 3，27s－7．6 U，57（1，7S．2 781‘4．2 18．6291100

1953（28）＊

1958（33）＊

7，979‘L9，7　　　‘

9，（～18‘2〔，，2

1’0，12917・1．2　　　‘

34，6お2‘72．9

2，．17s‘6．1　　　‘

3，251‘6，S

40，5SFi：1ω　　　1

47，55｜‘1｛｝0

1963（38）
7，952‘L7．’1　　　‘ 34，4〔〕7‘75．5　　　‘ 3．221：7，1

15．ぷo‘1〔〕o　　　‘

1968（43） 5．972r刊．5 31、9・13‘77．5 3．32い　8．1 ・Il．236‘loo

1973（48）
㌧1［28Ll（L3　　　1 3い423‘溶o．7　　　‘ 3．501’9，（［　　　． ：娼，952‘脚　　　‘

1978（田） 3．・1341　9，0 31、276‘s2．o 3、・11619．0 ：｝8，126‘1（∬｝

1983（58）
3．lc161　ws　　　I

31，566182．9
3，IS3‘お．4　　　‘

3お，095－o〔｝

1988（63） 3，1991　9．2 28，87〔〕183．f） 2，73’1‘7．9 ：シ1，81）9・10け

1993（平5） 2、561：7．7 　　9　’28．（；361wL　3 2．（シ16：呂，・ ：〕3．3に｛；1ω

1998（10｝ 2，1321　〔i．5 28，041・榔．：《 2，7「爪‘S．2 32，S791｜00

4．児相職員の率直な気持ち

　では、批判にさらされている児利1は、

どう考えているのだろうか、t

　自身が児相職nである宮島清氏が個　iill　IIIiilNri

そう思う
どちらとも

いえない

そうは

思わない・
回答なし

里親制度が知られていない 75．3 15．9 5．9 2．9

他者のために役立とうとする家庭が少

ない
58．6 31．o 7．9 2．5

血級意識が強いなど社会的佃見が強い 7（［，3 18．8 8．．1 2．5

行政や児童相談所が積極的に里親制度

の普及と実践に取り組んでいない
45．6 ．】2．3 lo．〔〕 2．］

里親が里子を選ぶ傾向があり、委託が成

立しにくい
：52，6 11i，9 17．1～ 2．9

里子より養子の希望者が多い 52．3 31～．s 7．5 3．3

住居が狭い、住居費が高いなど、里子を

受け入れる住環境の余裕がない
」3．1 ・ID．6 u層〔〕 1．7

あずかっ．た後の子宵てに対する支援体

制が十分でない
43．5 ・以．7 lo．5 3，：｝

教育費や塾の費用など、子育ての経済的

負担が大きい
・17．3 3S．1 13．0 1．7

近年は女性の就労が増え、子育てをする

余裕がない
52．7 36．o 7．9 3．3

共稼ぎの里親に対する支援体制がない 53．1 35．1 7．5 ’L2

育児不安や子どもの問題など、子育てが離

しそうに思われている
59．4 30．5 7．5 2．5

　占」｝1　111㌧］1「｜　 「　i｜ イsd）‘11．｝晃rulj「佼ぴ戊ユ見’t戊1．と11　」題止＿｜　 1（x　」「〔
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④当事者の自己決定に従っていては、里親委託がで

きない……たいがいの実親は、施設に預けるよりも

里子や養子にだすことにより深い罪障感を抱く。

ワーカーがよほど積極的にならないとすすめられな

い。乳児院に入れて放置していた親でも「里親はいや

だ、施設へ移してくれ」というケースがほとんどだ。

⑤ワーカーは、委託が不調になり、里子も里親も傷

つく事例を体験している。

⑥里親委託は、施設入所に比べて何倍も手間がかか

る……数週間と数カ月の時間の差がある。0歳0カ

月で乳児院に入った子でも、里親へ委託するまでに

ユ0カ月くらいかかる。

⑦里親委託は、委託後も相当な支援が必要である。

　その他9項の指摘があるが、とくに上記の項日が、

現行里親制度の欠陥をよく突いている。

　すなわち、児相の行政上の問題と、里親側のむず

かしい事情が数多くあって、里親が増えないという

指摘であるeおそらくそうであろう。しかし、里子

が里親にうまく適応しているケースも数多くあるこ

とや、児童養護施設側がもつ難点の指摘があげられ

ていないのは、やや片寄った感じがする。

5．児童養護施設側の事情

　本来ならば、ここで乳児院と児童養護施設側のハ己

解を紹介すべきだが、適切な例を知らないので残念

ながら不可能である。

　ただ一般的に言って、児童養護施設は、要保護児

童の受け入れについて即応性があり、多人数の受け

入れも可能で、熟練した店［門性があり、原則として

児童の年齢や背景を問うことがない。児相との不断

の関連があって、相互に気心を知り合っている場合

が多いであろう。

　このような児童養護施設の特性に対して、里親委

託の優位を説くことはなかなかにむずかしい。ふつ

8

うの子どもは、個々の家庭で両親と長期問過ごして

濃密な愛情関係の中で育つのだから、里親の方が親

子関係に類似していて好ましい、というのが一般論

である。「子どもの権利条約」もこの立場に立つ。ま

た、施設委託よりも里親委託の方が、一人当たりの

人件費t設備費等が安価であるという利点もある。

　しかしながら、里子の福祉にとって一番重要なの

は養育者との人間関係で、里親とうまくマッチする

場合と不適応の場合とに分かれる。このことは児童

養護施設でも同様だが、施設の場合は職貝も多く、

似た環境の子も多くいることで、かえって救われる

子もいるであろう。とくに日本のように、子どもの

個性の伸長よりも、周囲との適応を屯視する空気が

依然濃い社会では、欧米先進諸国のように施設を廃

．ll：．して里親制度一・本に切りかえることには疑問が残

る。要するに、里親向きの児童も施設向きの児童も

いるのだから、当面は而方の制度とも必要であろう。

　ただ児童養護施設は、従来多かった大舎制を改め、

児童5～6人までのグループホームに分け、その連

合体に移行することが望ましい。

6．厚生労働省の指針と不足点

　2002　（平成14）年9月に厚生労働省は52年ぶりに

里親の種類と最低基池とを改正し、10月1日に「省

令」として施行された、．その要旨をあげれば、次の

諸点である。

①被虐待児のための「専門里親」を置く。幼児など

を2人まで、原則2年以内、手当月93，000円。

②三親等内の親族を「親族里親」として認める。

③1年以内・夏休み・週末などの「短期里親」を規

定する。

④「養育里親」を明文で示す。

　以上を中核とするもので、従来あいまいであった

事項がかなり整備されたことは喜ばしい。しかしな



がら、なお問題点は残されている。

　まず、「・養子縁組q！親」のt“：置づけがあいまいにな

ってしまい、府県によってはこれを1．1的とする里親

登録を排除する（新しく受け付けない｝動きが川て

きたことは問題である。従来も’1：：．数近くが養r・に転

化する例が見られたように、．養子をll的とするIE親

があってもよいはずである。

　また、1μ親の年齢制限が暗黙で’6｛〕歳．λ舗1（iとされて

いるようだが、巨1、〔門里親」（退耳哉した専門家がなるこ

とが期待される）や「親族里親」（おじ・おば・相父母

など）が人ったことからすると、枠は取り外し70歳

位まで認めたほうがよいと思われる．．また、単身者

でも共働き夫婦でもよしとしたい．．’茨は、熱意と能

力がある人たちを、どしどし．肛親に迎え入れるべき

である。そして174ある児相に、それぞ’れ2名以ヒの

里親係劇lllの職貝を配置して里親問題に対応する体

制も必要である。今のままでは、片手間仕事になっ

て、ヒ述のような不満を増すばかりとなろう、，なお、

この馴“1職員には、いずれ縮小を見込まれる児童養

滋施設の職員を振り向けたらいかがであろうか，、

7．残された問題

　委託後の研修が強化されることは汗ばしいが、11！親

の休暇朗問の設定も過労防1トのために必要であろう、、

　司法制度の改革もまた必．要である、，

　現状のままでは、｝ll子に対する1｝！親の法的地位は

弱く、親権を振りかざす実親の1三張に全く対抗でき

なし㌔里親に委託する期問［lrは、実．親の親権を停止

するか、あるいは監護権を削除し、川親に「監護権

者」の地位を与えてもよいのではなかろうか、、

　実親が長い問なんら養育を果たしていないのにも

かかわらず勝千な注文を川して「．親権」を手放そう

としないことも、里親1聞度の定着を妨害している。

実親が不合埋な川山で、ある期問の養育を放任して

［II：界∂）LU”illとrサf生

いる場合には、家庭裁判所は「親椛の・時停1ヒ・1な

どを、もっと積極的に活用すべきではなかろうか。

　山形家庭裁判所平成11年監護者指定事件‘‘：に見ら

れたように、いったんはrの里親委iiヒを承諾しなが

ら、数カ月後には．∫・の収り戻しを請求するケースが

ある。実親の意思が不明確で動揺しがちである場合

には、児相は、委託開始後3ヵ月おきくらいに実母

の意向を確認する必1茨がある。この種の制度的手続

きをはっきりつくるべきであろう、．

　そして11t後に、行政．1則は、少なくとも半年に1度

は新聞1頁大の大キャンペーンを張ってほしい．Dこ

れは、不幸なlt・を救うというボランテfア梢神を失

い、欲を張るばかりでミーイズムに陥っている［1本

の・般市民（「了・育ては楽しい」と思う．蘂は21％、ア

メリカは68％もある）に対し、国ないしは府県の費

川で、「2年間、H！．親という体験を」といった広告を

出して啓発するものである。アメリカでは大統領も

テレビで里．親制度の拡充を発言している。II本でも、

政府や府県の要人をもっと巻き込まなくてはだめで

ある，，

　従来は、こうした動きが少しもなかったことも、1り親

制度を不毛なものにしていたのではないだろうか，，

｝i．

1川ドId爬‘t．・｛HII「‘i・EVi　lllイくの聖1．親‖」1｝jt2の現状．ヒ1．：泉題1養】’．とll1．概を杉「べ．

　る会編r遊】’．とト峨」il’1’・PNI：1年．日杣］［除川版｝1・∫V会栴HH〕↓〔
　
2
　

．．　ト1…∫　1

日
　
l

t
F
　

、　　　｛〕∫b　l．↓

：s，，宮島消「1巳fp「．，‘R筒』ト；方‘［．．｝上‘色f「f｛c’）LU’‖」．Il、、．知リi．ヒ　，ll．7兄1副［伎cりノトf友1二’」」ドご」

　IV　i・ヒ　‘11．llUを杉えZ｝フ＞e詞　 「Pi　LしドkbfJ　・IO＞」・、　；‡．｜）’↓↓／t　｜・．

’B∫」ミ‘弱ide’：．‘引斤’1：務薪1・．，、F｝　「等ミ1廷故11．1」月tlU　51巻5　S；．、　’ドiNL4《ド，　L：25－　1弓7．ご｛

キーワード：親族里親

　平成14年9月5日の厚生労働省令（里親の認定等に関する

省令）により、里親の一槌になることが認められた。「三親等

内の親族」で、「両親その他現に監護する者が死亡、行方不明

または拘禁等の状態となったことにより獲育が期待できない

こと」を要件とし、里親としての認定を受けた者をいう。従

釆は、民法877条2項（親族扶養義務）のしばりを受けて認め

られなかったが、解釈をゆるめ枠を拡大しfこ。具体的には、

祖父母やおじ・おばらが該当する。
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専門里親制度の概要
特 集
社会的養瞳としての里親

　　　　　　　　　　　　　　　　　　しよう　じ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じゅんい㌧
日村ど纏灘舗緩灘藤8当驚裟庄司順

1．専門里親制度創設の背景

　’1勺茂14年9月51，1付で「ll［親の認定等に関する省

令」ゆλ小労働省令第11S－｝：t’）と「1∪親が行う養育に

関する妓｛1四1§準」（1㌧元生労働省令第116：膓）という2

つの省令が発川された、省令に併せて、厚小労働省

告示、ぱ用均等・児童家i必局長辿知6本も発出され

た、．これらの省令等は、11i・成14年10月1日から施行

された，、肛親制度は、今、大きな改～11ζを迎えた．．

　今回の里親制度改1，IL：には注日すべき点がいくつか

あるが、ここでは・↓q「‘lil1親制1庄を中心に述べる、、

　割1↓」川況制度力ζ創設された背景としては、児］’i’1：：J，tt

待の増加と、虐待を受けた∫・どもの養育における愛

着関係の碗視を指摘することができ7di　，，全国の児・’E．：

相談所における児童虐待相ii炎処理件数は、’卜成U年

▲1　11，63］f’1：、1勺克12イ1：」支17，72J「f’1：、1勺戎13ηり変23，274

件と増加を続けている、，これらの児1’illに対する処遇

として、’ド成U年度48例、’ピ成12年度91例、’r成13

年度はlil9例が111親に委託されている）虐待を受けた

］’・ども全体からみれば、川祝委託されるケースは少

ないがJl⊥親に新規に委託される児1†［は1年間に900

例ほどであることを砂えると、服親に委託されるf・

どもに占める被虐待児1†〔：の割合は決して小さなもの

ではない，、これまで、これらの、すでに虐待を受け

たr・どもを養育している｝じ親に対しては特別の支援

は与えられていなかった．．そういった意味では、［F．

親への研修、支援の体制の充実をはかることは急務

の課題であったともいえる

　こうしたことに川えて、虐待を受けた∫・どもの心

の傷を癒すには、佃別的なケアによる愛着形成が蔽

要であり、それには家庭的環境による養育（つまり

川親養育）が望ましいといえる，＝さらに、　1・：どもを

保護し、養育する場としては乳児院、児～ir：養li僅施，没な

どの）V　・Llii：福祉施，i生が大きな役割をはたしているが、

現在、施設はほぼ満床状態となっており、人所に応

じる余裕がない．、他方、より望ましいとぢえられる

Ψ親制度は低迷をつづけてきた◇

　このような背景のもとで、川親制度を活性化し、

虐待を受けたr一どもを養育する場として1、ソ門ll1親ll｝ll

度が創設されたとみられる，

2．専門里親モデル実施調査研究委員会での検討

　‘占［門川親制1変創設にあたり、その実施に関わる具

体的‘ji：項を検討するために、ミ1∫門1｝L親モデル実施調

査研究委U会（委n長　庄il」順一一）が設置された、、

この委n会は、財団法入全11［仰！親会が、社会椥祉・

医療事業日1に‘、▲9一門里親モデル実施調査研究・‘｝‘業を申

荷し、認められたことによる、t委員会のメンバーは、

学識経験者、全国胆親会の役職者、児戒川談所・y己

酸禍制：施設関｛系者等15名であった◇’内戎13年8月よ

り7川の委貝会を聞川iするとともに、柄1Xll匹親養成
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に関わるモデル研修の実施、｝11親養育マニュアルの

作成、その他モデル」r業の実施などを行った　制度

については「省令」にもとついて次節で紹介するこ

とにし、ここでは委礼会の基本的な考え方を2、3

述べておく．．

　（D従来θ）川親養育においては、ill．　uaは、「わが

了・としての養育」を行うことを求め、また児散相談

所な．ピのきめ細かい支扱も得られないことが多かっ

たために、個人的な形で、「抱え込んで」養育するこ

とが多かった，．しかし、本来、川親養育は社会的な

養育であると考えられる．，養育の中心は1り親が担う

としても、児～i覧：相淡所や児［竈禰祉施設との連携のも

とに、そしてその他の社会資源を活川して養育を行

うべきものである、．述携に際して、役割はちがって

も、・ン：場は対等であるという1パートナーシップ」

の考えを関係者がもつことが必’擾である．

　tZ）虐待を受けたr・どもの養育は困難なことが多

いと杉えられるので、‘、￥II1川親に対する研修と支援

はたいへん・「t要である、，研修においては、講義形式

ではなく、「参加型、体験型」の研修により、1’1分自

身や、r・どもとのかかわり方について娠り返’．♪たり、

川解を深めることを厄視した，．、そのために、Ii」．議の

時間を多くしたり、ロールプレイを含めた．

　支援に閤しては、干ll談体制の充実が求められるこ

とを指摘するとともに、レスバイトケアの導入を捉

案した．

　（3）これまでの川親制度では、実親とのかかわり

がないと考えられるJ’・どもが委託されることが多か

った．、しかし、虐待を受けた∫・どもには実親がいる

のである、▲占〔門i艮親は、実親とのかかわりを考えな

ければならない．．．児IW相漆所と1紘浪σ）うえで、実親

とltt〔接のかかわりをもつこともあるかもしれない、．．

そうではなくとも、委託されたf’どもは実親にさま

μ｜二界の児1】「Lと母W：

ざまな想いをもつであろう／tしたがって、tl．！親には、

実親についての理解、実．親に対するjtどもの気持ち

の理解も求められる．これらのことは、研修プログ

ラムにも含め、また里親養育マニュアルでも取りヒ

げた、t

　（∠い里親養育マニュアル

　これは、専門1E親に対’して養育の基本を示すこと

を意図して作成したもσ）である，，執筆には委11会の

メンバー〈tnがあたった．．　B　5サイズで約9〔｝ページ

の朋・∫一であるが、その構成を以ドに示す，．
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3．専門里親制度の概要

　「里親の認定等に関する省令」では、里親の種類と

して、養育里親、親族里親、短期里親、専門里親を

あげるとともに、それぞれの要件が示されている。

詳しくは瀧日論文（本誌）を参照していただきたい。

　養育里親は、従来の里親にあたるが、「保護者のな

い児童又は保護者に監護させることが不適当である

と認められる児童を養育する里親」である。その要

件としては、「心身ともに健全であること」「児童の

養育についての理解及び熱意並びに児童に対する駿

かな愛情を有していること」「経済的に困窮していな

いこと」「児童の養育に関し虐待等の問題がないと認

められること」「法及び児童買春、児意ポルノに係る

行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の規定

により渤金以上の刑に処せられたことがないこと」

があげられている（第5条〉。これらの要件は、・基本

的には他の種類の里親においても適用される。

　専門里親は、「2年以内の期問を定めて、要保護児

童のうち、児童虐待の防止等に関する法律第2条に

規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響

を受けた児堂を養育する里親」である。その要件は、

養育里親の要件（第5条）が適用されるが、さらに

専門里親となるのは、（ア〉「養育里親として3年以

上の委託児童の養育の経験を有するもの」か、（イ）

「3年以ヒ児童福祉彗‘業に従事した者であって、都

道府県知事が適当と認めたものであること」あるい

は（ウ）「都道府県知事がア及びイに該当する者と同

等以．］；．の能力を有すると認定した者」のいずれかに

該当する者であり、かつ「専門里親研修のii》｛程を修

rしていること」および「委託児童の養育に専念で

きること」が前述の第5条の要件に加えられている。

ただし、第5条の規定のうち、虐待に関しては「児

童の養育に関し虐待等の問題を起こしたことがない

12

こと」と着トの修正がなされている。

　このように馴’11里親となるのは、養育里親として

経験がある者か、児童福祉事業に従事した経験のあ

る者、あるいはこれらと同等以上の能力のある者で、

Ψ門里親研修を受講した者ということになる。

　馴1『里親への手当は約9万円で、養育里親の約3

倍となる。このほかの生活諸費に関しては里親の種

類にかかわらず約5万円となっている。

　「里親が行う養育に関する最低基a旦」は、新たに規

定されたもので、次のような内容となっている。

　この省令の趣旨（第1条）、般低基準の向．1二（第2

条）、最低基準と里親（第3条）、養育の・一’般原則

（第4条）、児童を平等に養育する原則（第5条）、

虐待等の禁止（第6条）、教育・健康管理等・衛生管

理（第7～9条）、養育計画の〕里守（第10条）、秘密

保持（第11条）、記録の整備（第ユ2条）、苦情等への

対’応（第13条）、都道府県知事への報告（第14条）、

関係機関等との連携〔第15条）、養育する児童の年齢

（第ユ6条）、養育する委託児童の人数の限度（第17

条）、委託児童を養育する期問の限度（第18条）、再

委託の制限（第lg条）、家庭環境の調整への協力（第

20条）。

　ここで第19条は再委託の制限に関する焼定である

が、里親の心身の状況等から、委託児童を一時的に

委託することが適当であると考えられるときには、

その児童を一・時的に他の者に委託すること、つまり

レスパイトケアが可能なことを示している。

　これらは基本的にはどの里親にも共通するのであ

るが、専門里親が独自に規定されているところは、

次の点である。

　・養育里親、短期里親、専門里親が同時に養育す

る委託児童およびそれ以外の児童の人数の合計は、

6人を超えることができない。



　・λ〔門里親が同H．判こ養育する．委託児箪：の人数は、2

人を超えることができない（卯7条＞t．

　・i占［門田親による．委託児章の養育は、2年を超え

ることができない。ただし、都道府県知．’じが、委託

児巾、その保護者、児竜相談所長からの意見を勘案

して必要と認めるときは、2年を超えて、養育を継

続することができる　（fPJ　18・条）。

　・｛IStbl　llL祝は、　Y己竜｛11談所長力ご関係機限1と述携し

て行う委託児巾1の家庭環境の湖整に協ノ」しなければ

ならない（第20．条L，

　第17条に間しては、㌧㌧qi‘川［．親の養育のド要な目的

は虐待を受けたf・どもが愛着関係を形成できるよう

にすることであり、そのため委託されるJtどもは原

則1名となっている，．

　第18条（委託期問｝に関し’（は、原則2年問とな

っている．　ttこれは、その間に保護者への援助を行っ

て家庭引き取りqlj統合）をll指すことを意昧して

いる、これが．1‘∫能なように、比較的低年齢で、虐待

の影響が深刻でない∫・どもが委託されることが求め

られる

　ただし、必要な場合には養育を継続することがで

きる．、また、iS’門ll！親等による心理的ケアがうまく

いき、虐待による影響がみられなくなった場合、専

rLF　1！　＊Aとしての委託を解除し、同じ里親を養育ll！．親

として委託することもできる．，

　第20条に関しては、他の条項と合わせて、眼．親養

育が「社会的な養育．1であることを示したものとい

える、．

4．専門里親制度の今後の課題

　あらたに創設された．Ψ1‘1川1親制度であるが、次の

ような課題も指摘できようt．，

i｝ヒ界の児最と母性

　（1）専1‘II里親制1吏は虐待を受けた．壬どもの．養育に

取り組む新しい制度であり、十分に配慮しつつ甲期

の定祈を図り、推進することが望まれる。

　（2）：tlノ」門里親制1皇の対象となるのは虐待を受けた

r・どもとなっているが、養育の困難iな子ども、養育

にあたって特別の配慮を要する．tt’どもは、障害をも

つ子どもなど、少なくない。今後、これらの∫・ども

をも対象とすべくさらに検討が望まれる。

　（3）1、1iliiJIE親制1隻は、その背後に数多くの’般の

1．l／／／親（養育と∪親）の存在を前提とするものである。

したがって、国および地方公共団体、児童相談所な

どは、養育馳親の開拓に努める必要がある．／．また、

阻親の開拓、支援にあたって民間川体の活1．［1も求め

られる．

㌘杉．klk．L

　l．Ti．　r”1　IT〕洩モテ’rレ1／1施1－1　fd　Iif究委U∫ご；‘）

　1～i．．旧1．月法人くこ川甲．凡会、u（x）z

　l、’∫．lu　1ドf9モ・〆≠ノレ’」ミh“jiXj．’i畑｜’先委し1フこ1栂　：

　klflI1，．観会、　2〔／）2

．　］［ILI．『．q．lt．〆’，レづ〔‘包1調］？f’lr∬‘，た岡日’1・

LL親遊育マ．．二．r．アル．財．川L」1人

キーリード：欧米の親族里親（キンシップ・フォスターケア）と日本

　子どもの親族（祖母、おぱなど）が、その子どもだけを里

親として狼育すること。これまでわが国では、その子どもの

三親等以内の親族に対して、里親委託の措置をとることを原

則として認めていなかっrc（昭租62年「里親等家庭餐育運営

要綱」）。近年．欧米では．親族を里親として認めることが多

くなっており、例え［まアメリカでは、通常の養育里親よりも

親族里親の方が数が多い州もある。親族里親の利点としては、

子どもの文化的同一性が保持されやすい、実親との関係が維

持されやす’い、姿託にかかわる費用が低額ですむなどが指摘

される。他方、親族里親はしばしば通常の養育里親の要件を

満∫こさないことが問題とされる。
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施設養護と里親養護
一二者択一からパートナーシップへ

特 集
社会的養護としての里親

　　　　　　　　やす　かわ　　　　みのb

瓢愛児園鹸安川　実

1．はじめに

　胆親1聞度への関心がにわかに高くなったu虐待を

受けたJiどもの受け川1としての児世養護施設が質1｝［

共にニーズに応えられなくなっている、というのが

その契機のようである．tそこへさっそうと登場した

のが四111川親制1隻であり、相変わらず否定的側［fliの

みが喧伝されがちな「施設」に代わるものとして社

会の脚光を集め始めている．，、

　このような叩！親ルネッサンス”ともいえる動き

を、これまで長期にわたって里親養育に携わってき

た人たちがどのように捉えているのか知る由もない

が、va　．tifl．養護施1没で実親と離れて生活している∫・ど

もたちにかかわってきた者としては歓迎したい．．た

だしこれにはいくつかの条件があ・⊃て、それは施設

養裟にも通底している川題なのでその周辺を中心に

杉えてみたい，t

2．施設養護の最近の動きから

　児巾養護施設側の巾親養護に対’する認識は岐近に

至るまで決して高くなかったとばえる，、それは施設

側の川題であるとlfiJ時に、里親さんの犠牲的精神に

頼っているような制度自体の川題に因る里親養護の

f氏i凋さにも」起因しよう，，しかしり己情養護λ毯i没f朋｝こは

それ以前の次元の異なる問題も潜んでいた、，例えば

「暫定定↓］問題」．iで施1没運営が揺れ動いていた時代

には「1，III－一：J！どもをとられる」という声が少なか

らずあったし、ショートステイ・トワイライトステ

イの法制化当初は「lt・どもの措置につなげられる」

という発想から歓迎する向きもあった。理念より経

営が優先された。占い例ではその逆もあって、遠く

アメリカのレーガン大統領時代に彼の地で研修rl．｜の

私の耳に「ILどものための阻親なのか、里親のため

のr一どもなのか．．1と、その安Lがり政策の結果によ

るキャッチボール（11槻不調の」：どもが次々と施設

に送られる）を批判するソーシャルワーカーの声が

しばしば入ってきたものである。制度以前の問題と

して、自分は何処を向いて歩いているのか、常に問

う姿勢が私たちに求められていよう．

　さて児．砂養護施設には、甲’くから愛着関係の爪要

性を訴え自施設での訓別化の実践と平行して．肛親委

託に積極的な施設が少なからずあったし、制度とし

ても東京の養育家庭制度（20（）2年3J．1廃．［L）などが

あって、1隙見制度への認識が1氏かったと　・括りにで

きないことは言うまでもない．．また、息の長い先駆

r1勺実践を続けてきた小舎1則養護やグルーブホームの

実践が1・地域小規模児童養ii斐施設」制度として結実

したこと、さらに経済的にも厳しい条件の中で児1†；：

養護施設生活体験者を中心とした人たちの自立のた

めに開拓的な取り糸ll．みをしてきた「いフ：援助ホームも

制度化されている。これらは家庭に近い劇∫…」施設と

して里親ゴ庄護への親利力が高いといえよう。

　また全国児喰養護施ii儂協議会の制度検討小委n会
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で作成中の「． 児・w養護施1没近Ac　＊一　（象II」では、ケア

の述続性や慣性の保証が確認され、その衷付けと

して施設の小規模fヒの方向が鮮1旧に打ち出されてい

る．．この「未2ξ像」の中では里親との関係も大きく

」1叉リヒげられ、胆親制度の状況、咀親と施設とのパー

トナーシップの構築、里親制皮の今後のノ∫向などに

ついてi’”1論が深められた、、また「川親型グループホー

ム」の創設もテー・マになったが、すでに静．かな実践

が始まっており、中でも「旭児舵ホーム」（神奈川）

は・つのモデルとして注日されている．．同ホームで

は、ブランチ機能として分倒型のファミリーグルー

プホームを地域に分散させ、これにセンター機能と

して基幹施1没を設置し、両者を有機的に結びつけて

いる．、ここで大切なことは、同ホームが常に∫・ども

の養育を中心に置いて長い歳月をかけて積み．爪ねて

きた結果として誕牛したシステムであるという．］［実

であり、決して制度にの・．・て成、㌧1したものでないと

いうことである．，システムとlri川…にプロセスをモデ

ルにしたいものである。

3．施設と里親との相互理解

　制度としては廃1ヒされている石川県の：1川［親1則

度の延長で、’if園は現在も帰る家庭のない∫・どもの

長朋休暇を利JUして盆IUIを中心に‖！親さんたちと

交流している．．この関係の中から里親制度にのった

！1［r・として’l！i［“1を離れたr・どももおり、川親さんの

施設観を聞く機会が少なからずあ’）た、そこから感

ずることは、II1．iAさんのr・どもへの向き合い方の柔

らかさ、ll常生活［（Tiでのキメの細かさなど、施設側

〔当匿‡Dとして教えら才しる．li‘：カ｛多々あった．’1引き1も

養育ヒの問題に関する質朋1こお答えしたり、養育に

収り組む私たちなりの姿勢を川解していただいたり

してきた．．また11’p秋、アメリカ西海岸の者W∫をある

里親グループと共に研修する機会に忠まれた当園の

μ［界のtM　“”v．ヒ母ヤ1．

児ヰll指導員のtLUi．tによれば、里硯さんのパワーに圧

倒されながらも施設に対する川解が1・分でないと感

じた時には．大いに議諭し合い、生産rlりな交流ができ

たという　’r：いの、”1場を理解しあう良い機会であっ

たようである，．

　先の「児1†1養1渡施設近」dξ像IIlの作成にあたっ

ては、近接領域の第・線で仕’∬に就いている人たち

からのヒヤリングを梢力的に行ってきた．’Tl然なが

ら『［親関係者からの声を開く機会も設けたのだが、

イ∫意義なレクチャーの中にも児巾養護施設への認識

不足が感じられる場lf［iがたびたびあった．この背景

に、まだ占い施投イメージをもつ旧親さん、ある特

定の施設の実体を，］　．1　［li・1して児1’i’［：蕗護施設1こ体のイ

メージを固定している嘔親さんの（f：TEを想1象させら

れたもθ）である．、

　このことは児1五養護施設i！lllにもはね返ってくる．、

乳幼児期に受けた里∫・との閲係が思在10］になって想

fヒし「里親不訓」に陥るという’｝9「列が多く報｛｜1・され

ているが、これをもって川親批判をくり返す施設関

係者は少なくない．．では・般家庭で思春朋を迎えた

了・どもの実体はどうであろうか、児．・†1：養謹施設では

… ？前者には宿命的な．親r・の血縁があり、後者には

‘↓qlil職としての職貝チームがありながら、思春期児

恒への対応に悪戦呂糊している　しかも［施設不訓」

には「］川F～変更」や1家庭復帰」と称する「中途退

所」というシステムが留保されている　ア七スメン

トやレスパイトサービスはおろか経済r白保川1や研修

制度も不1’分なうえに、制度的救済システムのない

ilL親さんの孤11i：有ξ闘の結りとに対’して、施設側が安易

にtp．親批判をするのは的はずれというものであろ

う，

　必要なことは．双万のコミュニケーションであり、

特殊’」r情をttt　’1…ljしあうことではない．、福祉フヒ進川1の

人が川をすくめて驚くような劣悪な養育条件の中で
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相：会的養護を強いられている実体を互いに理解しあ

うこと、さらに、それぞれの側が厳しい内部批判を

できる土壌を培うことによって“身内”に嵐’い日本

的／：壌の打破に努めることこそ、施設と里親のパー

トナーシップ成立の前提条件となろうe施設か里親

かという二者択一・の考えを捨て、質の高い日常をど

のように創るかに議論を集中したいものである。

4．専門里親制度への懸念

　厚生労働省は昨秋「専門里親制度」を創設した。

その前年の200ユ年夏より専門家による委貝会を立ち

あげ研究討議を重ねて作成された「専門里親モデル

実施調査研究報｛1「書」は、その目的・背景・課題・

提言など多1岐にわたっている。その綿密な内容を紹

介したり問題提起したりするのは拙稿の役割ではな

いので、施設現場に携わってきた者としての懸念を

．一一 言するに留めたい。

　端的に表現すると、長い施設中心の日イく的な社会

的養護の土壌に埋もれかかっていた里親制度を、激

増する被虐待児の新しい受けUilとしての本制度によ

って再生させようとしているかに見える動機に対す

る懸念である。この制度の対象となる被虐待児が、

安定した家庭的雰囲気の中で継続的に養育される必

要性を否定するものではないが、重い任務を担うこ

とになる専門里親養成に関する物心両面での準備が

どの程度できているのだろうか。例えば、先の報告

書を作成した委貝会が編纂した「里親養育マニュア

ル」にも明示されているサボート体制としての児厳

相談所の現状があろう。バーンァウト寸前で虐待対

応に明け暮れている児蛍相談所の福祉言1が、「・…　何

か困ったことがあれば、児竜相談所等の専門職貝が、

いつでも相談に乗ります。…」（昨秋、厚生労働省に

よって発行・配布された｛艮親募集の広報パンフレッ

トより）と、責任をもって言えるのだろうか。欧米

16

のソーシャルワーカーのもつケース数の10倍の数を

任されている日本の児童福祉司が、本制度のサポー

トシステムの中核を担うという非現実性が見えてく

る。～皐門里親とのパートナーシップを求められてい

る児童養護施設も、前述のように旧態依然の職員配

置のtl．）で叩吟している。課題山積の本制度にのって

採用される専門里親さんにも厳しい現実が待ち受け

ていよう。こうしてみると、里親・施設・児相のパー

トナーシップは理念上はともかく、現実的には、少

なくとも当而は従来の延長線．ヒで推移するのでない

か、と悲観的にならざるをえない。

　しかし寮は投げられている。グループホームや自

立援助ホームや先述の「旭児童ホーム」のように、

子どもの養育そのものに寄り添いながら長い歳月を

かけて熟成させた制度やシステムと異なり、専門里

親制度は例によってトップダウンで成立したものだ

けに、気を抜けば年と共にその脆弱さのみが露呈さ

れてしまう危険がある。そうならないためにも、ま

た、突出したいくつかの里親関係機関や個人の善意

に依存し続けないためにも、この機会に里親制度そ

のものに関する議諭を時間をかけて広く深くしてい

く必要がある。杜会的認知なくして制度が根付かな

い例は枚挙にいとまがない．」同時に、専門里親制度

の創設を決定した厚生労働省には、専門里親制度実

施調森委員会がまとめた報告書の提案を予負：的に裏

付けるために相当な覚悟が求められよう。この図の

子どもの縮祉に対する高遡な理念やビジョンを、今

度こそかけ声に終わらせてはなるまい。

　最近イギリスでは、被虐待児保護のために里親政

策を偏重し過ぎたとの反省から、グループホームが

建設されているという話も読んだが、いずれにせよ、

多大の国費と長い年月をかけて成熟してきた欧米の

里親制度（その中できめ細かなシステムに支えられ

て育った多くの専門里親）に近づくには、「公」も



「民」も生まれたばかりのこの制度に深い関心をも

ちつつ育てる決心が真に必要となろう，．少し大仰な

言い方になるが、私たち大人には愛されるべき親か

ら離れて生きていかなければならない子どもに自分

の「1ヒ」を頂ねて言動していく責任が求められよう．．

ひょっとしたら、それはこの国を成熟させてくれる

か否かの試金石になるのかもしれない。

5．“里親体験Stからのメッセージ

　最後に、施設現場の人閲として私白身の“1艮親体

験”から感じとったいくつかに触れてみたい．tこれ

まで、お盆・正月の‘」短期川親”（幼児とノ］・学生）、

「問題」児のシ・エルターとしての“短期∫1！親’1（中f…）C：

牛と高校生）、行く場を失った予どもの“中期11［親”

（卒二園生）、大学浪人の生活の場の提供としての“長

期里親”等々、P施1没の∫・どもと施設を離れて家庭

生活を送る経験をさせてもらった、．妻と二人の実了・

と過ごした彼・彼女らとの日々を、今懐かしく思い

起こしているが、同時に里親さんのこ：i‘11f労にも思い

を馳せている、．できヒがった家族の中に、あるHと

つぜん川活を共にする．r・どもが加わること、　・人の

人問にじっくり何き合うこと、何らかの形で児1’莚相

談所とのかかわりがあったとは，「え〔1分の判肪が厳

しく試されていること…。施設養護でも同じと言え

ばそれまでだが、それとは趣を異にした局面を味わ

った、深いll’X，一びを感じることもあったが、里親さん

の悩みを追休験した気持ちになったことも少なから

ずあった，，例えば“中期里親”のAj㌘をかかえたと

きは、一：カ月でわが家は崩壊寸前に陥’）てしまった。

当時小学生だった長女は高熱を出し続け、友との関

係には亀裂が生じた時期もあった、，結局、Af－1ま

「里親不調」に終わってしまい、彼女とのその後の

つながりは場所を変えて続けることになった，

　施設養護でも「失敗事例」が報告されることが多

111／yIの児爪と母刊．、

いが、人と人との出会いと別れが、「不調」や「．失

敗」で処理されてよいとは誰も思うまい。問われる

べきは、その時その子とどう向き合い、その後それ

らが両者の問にどう生かされているかという点に絞

られてこよう、tいつの［か相手の内に生きるかもし

れないような接し方をしたいものである。また「里

親不調」や「失敗事例」を白分の内にとりこめる人

問、「傷」を受け人れつっ生きていける人間になりた

いものである．、

6．おわりに

　「子どもの権利条約」が里親委託を優先し、施設養

護を限定していること、両．者の比率が欧米では9対

1であり日本ではその逆であること等は、周知の事

実である。後ればせながら、わが国でもその軸足を

移そうとしているわけだが、社会的弱者に視点を置

いたドラスティックな変革を期待できない1Mg的．．ヒ

壌で施設養護にかかわる者としては、制度やシステ

ムに望みを多く託すよりも、白らの「個性化」を意

識しつつもっと個別な実践にエネルギーを注ぐべき

ではないか、その積み屯ねこそ状況を変える近道で

はないか、人問がますます対象化されつつある「変

担り1」の今、改めてそう考えている、、

ii．

そ　 ‘’）　吐W ‘L儂∀） 膓E　‘
1
　［

．：　 t1上　　1，　 ト｝1∫　t｜る 1捉 ヴ）　イ1…　1．頁　」U　 危数 力《9’〕 【三‘、 ↓元　 1’．　．と　 な　 〔，　た 」ル 合 、　　　そ　 グ，

人放を暫定定Uヒ†る　これに）よづきIA川LVI担31tることから、1「：《入がi．成

少㌦1』る〆㌘V）糸1㍗］弓’1．．だ1埠を．きた『｝』ヒ～・う11｜1t，9．

キーワード：児童養護施設近未来像ll

　2000年8月より全園児童養護施設協議会の制度横討特別委

員会小委員会を中心に29回に及ぷ会議を重ねて作成された。

具体的には児産虐待への対応にポイントが置かれているが、

広く子育て支援システムの改革の必要性をまとめ、方向性を

打ち出している。近来来像口は、確かに今後の児憩養護施設

が歩む指針を示しているが、その実現には児随虐待防止法や

児虚養護施設最低基準の見直しが必須不可欠とされる。

L7



親子づくりのための支援
一埼玉県所沢児童相談所「里親サロン」実践の取り組み

特 集
社会的養護としての里親

　　　　　　　　　　　　　　　　もり　　　　かず　　こ

埼玉県纈懲籍船学非瓢繰；森和子

はじめに

　毎月第4水曜B、朝10時頃になると、里親さんと

里r・さんの「おはようございま一す」という元気な

声が玄関から聞こえてくる、、中には1田リ：さんにだっ

こされしがみついてはなれないr・どももいる、、それ

は愛着関係がでてきた証拠とうれしくなる、，担当の

職員が川て行ってお話をしながら、∫・どもたちが過

ごすプレイルームへ向かう。！l［1，親さんたちは畳敷き

の相談室に行き、座｝ドをはさんでお茶を飲みながら

次翻こ話がはずんでいく，，巨艮親サロン」の始まりの

光景である。児童相談所に笑い声と笑顔の溢れるひ

と時である、，埼・L県が里親委託直後グループ研修を

実施して1〔｝年という節目を迎えた。1∪親子45糺以ヒ

の参川者が所沢児故ヰ目談所の「ll槻サロン」から親

r一になって巣．ll？．loていった，

　1989年に国際連合総会で「∫・どもの権利条約」が

採択され、施設養護よりも家庭集川がもつ養育機能

の優stlN？［性が強く打ち出された。　Ll本はようやく1994

年に批准したが、その後も依然として家庭的養護は

伸び悩んでいる。児童養護施設措1『1に対し1∪親措置

の割合は平成5年度には1割をきり、’ド成］2年度で

はわずか5．8％の要養護児崖†［にしか家庭生活が保附

されていない。

　1［［親委託の実務的な面で促進を阻む理由の　・つと

して、1巨r・の養育のむずかしさがあげられる。里親

の元に来るまでに愛着障害を受けたイ’どもたちがほ

とんどであるため、里r・として委託されてから養育

し親．1㌘関係を構築するのは血縁の親．r’の数倍ノく変と

言われている。特に、委託直後に川j：のあらわすさ
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まざまな問題行動を伴うkV　iVIの困難な養育に対し

て、その多くが1μ親の白助努力に委ねられているの

が実情である．、そこで本稿では、全国に先駆け埼1三県

児～i鮒1談所で実施しているll！親委託直後IUf修の紹介

とその意義ならびに今後の課題を述べたい、，その結

果を平成14年10月から虐待を受けた要養護児瓶の受

け1111として新たに導人された巨1ノ［‘］里親制度」への支

援の・つの方策として提言したいと考えている、

1．里親委託後の支援

　児聯11談所の里親委託後における1且親家庭への支

援不足の実態は先行研究からも指摘されている，，1／・2．

その背景として児i］割・ll談所職，i　’！の※務｛t［の多さや里

親委託」↓〔門の職nがいないなどの行政側の体制rl勺問

題からくる限界ともいえる状況が明らかにされてい

る．‘㌦

　巾i者はこのような現状において委託直後研修をi”，x’L

けることの意義を明らかにするために所沢児恒相談

所の委託直後グループ研修「ll［親サロン」に関する

統計的調介とインタビュー調査を行った】’　’1　”’　．、川親・

1∪子のケー一スフ’rイルの記録をもとに行った統計的

淑査は①川親川r・と児巾1相1淡所とのかかわりの頻

度、②IE　，fti委託、養］二縁組した児1†1：数、③不調ケー

スとその内容を、里親委託ll【1：後グループ研修実施前

7年間（日ll奉ll62年4月1用膨『カ・ら平成4イrlO月）　と実

施後9年間（平成4年1111から13年31j）のケース

記録から杣出し比較することにより変化を検証した

（但し短期里親委i”tのケースは除く㌦インタビュー

調査は、’ド成！1年UIIから’ド1友9イト3）jまでの「1∪



111／界の児∬と母刊

親サロン」に参加し、養子縁組を終rした元lll親

　（現在養親）15名から「川親サロン」に対1する意識

をアンケート項Hに沿って［ト11：」妾面接形式で聴取し

た　また、ド成4年U月から13年3J］までの問に

「肛親サロン」担’Ltlとなったケースワーカー2名か

ら「川親サロン」実施前と実施後の変化を’卜構造化

面援にて聴取した　凋査結果及び分析糸111果に基づき、

甲親委託直後グループ研修の意施を検日したい．こ，ま

ず委，iヒ｛iJi｛1参の現：［ノこを｛既観し’（から、埼k．り‘し力「｛尺児1：

相談所び）委託直後研修の月粍要を述べる、，

（1）埼玉県における里親委託研修の現状

　埼1三県はlll親県とけわれるほど活発に里親委託が

行われていた，、現在でもその精神は引き継がれ、」ド

成12fトの｝11親委託の比率は養、i勤‘設人所児｝6．6

U，105人｝に対し1巨祝委託1〔167人）であり、全川で

も最も高い水準にあるといえる．．全国r1勺な児117：Hl談

所の川視研修は、大きく分けてq．・新規里槻研｛1参、②未

委’〔lll親研修、（：1倭，；Ul1親｛ill：修の3つがある〔表1）

埼1ミ県では［1．v．‘；〕’．に加え、「111親に対する指導援助強

化」喋’友領．1に」，tづき．1）の委託［ll：後研修が平成・1年

LIJI所沢児f．川、〒炎所をかわきりに平成5年では2児

・†i：十H談所が続き、12年までにり‘｛内6児ci．相談til　i’すべ

てで’W’ttされている．また数年前より年にlIll川〉親

家庭から［養育状況報告、｝｝；」を提川してもらい、その

後に担「］職員が家庭li方問を実施している，

（2）所沢児童相談所「里親サロン」の概要

　埼1こ県には6カ所児1、川談所があ

り、委託直後研修に関してはそれぞれ　表1’

独自の名称が付けられ、内容も年齢別

に分けている所K委託解除後の就7二叩

の川∫一または思イド期の1且∫・の交流会を

設けているところもある．．所沢児1相

談所では円［親サロン」と名付け、毎

ll委託直後の｝∪親を対』象にti／1：修を行っ

ている、、委託直後グルーフ研修は、甲

親委託後に気ほに］11‘1炎できる川1淡体制

の日．．備及び組織的支］友体制の強化を図

ることを日的に実施している，、．それま

での児111相談所の実態は、虐待通報の増加、養護ケー

スの対応などにより｜［1親：委託後6カ月問、月に1回

の家庭訪問を完｝／：に”実施するのは困難な状況があり

なんとか打開したいと考えていた、そこで一家庭ず

つの訪川はTl’日仕」i’になってしまうが、委託直後の

川親胆」全貝に月1度、日を決めて児μ相談所に来

てもらうというh式を取り、支援の抜け落ちること

を防ぐことにした　毎回「llし親サロン」終r後に振

り返りの115・川を」山常2～3時川1没け、型親と里∫・の

様r一をつきAわせて翌月まで問題を抱えている親了一

には家庭訪問や個別に面接をするなど援助の方法を

話し合っている。研修は10時から12時までであるが

昼食を川意し、お昼の時間を1，E．親さんだけでゆっく

り話をしながら食べてもらいたいというささやかな

レスパイトの意味合いも含め1時まで過ごしてもら

っている、また、平成12年度より未委託』11親を対象

に児童相談所に付設している一・時保護所で泊りも含

め1「・どもと生活する経験をしてもらっている．、下図

が「．甲親サロン」の概要である。

例　所沢児童相談所委託後グループ研修「里親サロノ」

①研修内容：

a，里子のブレイグループ：担当職貝1名、大学生ボランティア

　　2、3名、遊びを通して行動観察

　　里親のグループ研修：担当職員伺席で里親の状況を把握．

c，小児科医師による里子の健康診断：嘱託医1名（年2－3回．）

　　未委託里親実留：未委託里親研修の一環、一時保護所での実習

②期間、回数：委託後月］回、．期間約12カ月以上、

　　　　　　時間10時～1時まで

③対象者：委既直後里親・里子と委託決定後里子に面会中の里親

里親研修について

研修名 対象者 爽施時期・期胆〕・回数 その他

1斯規登似1親研修 親槻に［｝「親登録

を認められた者

Il1親く録が決定された

日から起臼して2カ月

以内に実施

「勺容’III親会の説明、

里『凡制度の説明、里籾

‘1けの’｛活紹介・意見

父換

．．〉未委、1［il視制修 各児‘1机、火所の

未委，［1硯

a．中央1肌相1灘注｛i臣

僚り、uこ元、i〔ll」親対象）

｛1・1則実施

b．各児材1撒口「距
‘日1司以上

1特：里糊1ほの現1」

と課題、皇則獅貰児rW）

実魅．，財・を受ll〔する

ヒでの、け、題なピ

‘3漆［1硯研修 川r・受，1〔叩の

‘1親

年1回以1」 実施機関（．路児ド袖1
‘淡｝り1

畷」1ヒlll友研修

くぶ〔後グループ研修1

各児杣1、，炎1り1の

委li［1後η親

委、IC後月日・｜1、

約［2カ月以1L

以邸欄は各児蠣相
‘，／．所

1，泌育状況服llI

並びに劉動川

肌1㌘を受11t［llの

11］視

又休み前に提u、夏休
み，IIに家庭功問

実施機関は各児］相
1　）1
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2．「里親サロン」に関する鯛査から見えてきたこと

（1）里親里子への具体的援助

　In親予と児童相談所とのかかわりの回数を比較す

ると、「里親サロン」実施前に職貝が家庭訪問や電話

などの委託後指導は、ひとり平均3．1回であったが、

実施後は’ド均11．7［tllと、直接会って話すかかわりが

飛躍的に増えた。職員側からすると、毎月児竜相談

所に来所してもらうことで里親と月〉子の委託後の状

況も鮫低1年問確実に把握できるようになったc「里

親サロン」での子どもの行動観察と里親研修により

｝D親継了・の抱える問題が見えやすくなり、それに対

して児童相談所からの具体的な支援が時を経ずに行

えるようになった。

（2）不調ケースの早期発見

　養子縁組成立ケースに対し親子閲係を良好に形成

することができず解除となった不調ケースの数は

「里親サロン」を実施したことで必ずしも減少した

わけではなかった。不調ケースのファイルを読み込

んでみると、実施前は親子関係が不調になって解除

になるまでに長い11寺問がかかっている。なかなか言

い出せず里親里子ともに深く傷ついてから里子を戻

さざるを得ない状況になることが多くあった。しか

し「里親サロン」が実施されてからは職員が早期に里

親里y・の不調の様子に気づくことが1司’能となった。

里親もSOSを出しやすくなり、それに対する支援

や次の処遇を考えることができるようになった。

（3）里親委託の促進

　虐待防止法が平成12年に制定され職員の業務はさ

らに多くなり、全国的に里親委託は減少傾向にある

にもかかわらず、埼ヨミ県では若干の増減はあるもの

の年平均の里親委託、養寸！一縁組件数は増加している。

里親全体を把握する担当の職員ができたこと、委託

直後グループ研修の際に地区担当が児蔽相談所内で

個別に指導もできることで、里親と里コr一の各担当

ケースワーカー個人の負担が軽減され、より積極的

に里親委託できるようになったことが統計からも明

らかになった。
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（4）親子関係構築への有効性

　家庭に迎えてからさまざまな問題行動をあらわす

里子を養育するうえで、それらを里親がどのように

受容することができたか「里親サロン」の里親から

示1唆に富む話を度々聞くことが出来た。例えばある

里親は、他人の家に入り込んでしまう里了・に対して

“乳児院ではいつも周りに子どもがいて、それぞれ

家があって帰るという当たり前のことがこの子は理

解できない環境にいたんだ”と意味付けられたこと

で受け人れることができたという、委託された里子

の愛着障害や生育環境から起こされたであろう行動

の中に里親が“意昧”を見いだせるように、他の里

親の助言や職貝からの適切な情報提供などが重要で

あることが示峻された。それまでの実践からも先輩

里親に経験談を聞いたり不安を聞いてもらったりす

ることが、里了・が委託されてからの養育に有効に作

川していることがわかったので、数年前よりまだ乳

児院にいる里子の而会中の里親にも研修に参加して

もらっている。

（5）自助グループ的交流の効果

　調査では「里親サロン」に参加したほとんどの里

親が他の里親との繋がりが持てることが良かったと

感じていた。同じ気持ち、同じ体験、同じ悩み等参

加して心が楽になったという意見もあった。ほぼ全

員が「里親サロン」で知りあった複数の里親と会う

機会をもったり、電話で話し合っていることがわか

った。委託から5年近く経過した時点でも交流が続

いている養親（元里親）のグループが2つあった。

両方とも同じ時期に同年齢の子どもを委託され、「里

親サロン」に参加した養親のグループであった。「里

親サロン」を通して里親同士の白助グループ的な交

流が生まれ、養子縁組終了後も養了一を育てることで

生じる問題の相談など行っている。このことからも、

委託直後の大変な時期を里親たちがわかちあい、相

互交流できる場があったことが、その後にも成果を

もたらしていることがわかった。



3．今後の課題

（1）委託直後研修のプログラミング

　異動により担当が短期間で変わらざるを得ない現

状があり、「里親サロン．1が始まってから10年の開に

担当が5人替わっているt．、里親サロンの原則をきち

んと次の担当に伝えていくことのむずかしさがあげ

られる、、また内容r1勺には、委託後の近隣への伝え方、

試しの行動など委託後に伴う問題、チ育てのイライ

ラ、委託後の家族関係の変化、真実告知などぜひと

も話し合いをしておく必．要のある項llがある／．、参加

者が「｝匹親サロン」を支援の場として充分活川して

もらうためにきちんとプログラミング化しておく必

要性があると思われるc

（2）職員との信頼関係の構築

　「Ψ親サロン．」に参加することの大変さとして、児

1∬相談所で職貝を交えて話し合うための「話しにく

さ」「意見を言う苦痛」などネガ．ティプな感情や不安

の話しにくさがあげられていた「このことは児蛍相

談所の職力がどのようなスタンスで里親にかかわっ

ているか川われているとは考’えられないだろうか。

1990年代に人り心理的援UJJを行うt．lj｛門家が心r1勺外1易

後ストレス障害をもつクライエントに接することで

強い心理的ストレスを受け、　1次的心的外似ストレ

スに陥ることが明らかにされている．‘㌧．実親との離

別を余儀なくされ、心的外傷や愛着障害を負ってい

る里了・の委託初期の養育をするということは、肛親

には治療的対応が要請されてくる．．それゆえli1一了・の

あらわす試しの行動や退行現象に直面したllJに里親

としての自信を．失ったり、1｛し子を拒否したりするこ

とも当然起こりうる、tt児tiE：相談所側としては、肛f’

の養育によりII｛親が強い：次的心的外傷ストレスを

受け、さまざまな感情的、身体的反応を経験するこ

とを受け111め、而接や心埋的カウンセリング、レス

パイトなどのサポートを保証することが必要であろ

う、．Ψ親の対層峙している困難さへの埋解と具体的な

支援をすることではじめて職貝も里親と共に養育す

る協力者であるという11［親との信頼関係が構築でき

ll1界の児酌と母性

ると考えられる。

おわりに

　平成14年10月から実施されている「．り鵬IIL」1．ii！親」制

度では、受託後研修（継続研ll豹を実施する。朋間

は1、1．5il間、時間は1011・／b…聞程度の講義、事例研究

等ということである。筆者の研究からも委託直後の

親∫一関係形成の最も1＊Mlliilな時期にll跣貝と里．親また1匹

親同士の交流をr‘］’能とする研修体制を充実させ、き

め細かい其体的な支援をしていくことが【1！親ll！∫・の

親1’・関係を良好に形成するために重要であることが

示された。その前提として里．親委託にかかわる職員

の意識が“指導する”ことから“支援する11という

変換がなされなければ真の援助には成りえないこと

も加えて強調したい。これらσ）ことからも「店（門馳

親」制度の委託後研修の方策についてさらなる検討

を願うものである。

参杉文似

「］綱野武博他〔1！・）！）S）「日t銅Ilj度及びその運｝llに閲』t．る研究1「11イこ∫．と「も

　家庭松合研究所紀、t2－」第35集、181－20δ

‘Llca了・と1艮蹴を形える会Il999」1卜lt．親》［務とXl’・杖絹斡旋に閨するアン

　ケ・一ト1凋脊粘果の概’提1「sVlア・川閥付旋問題の「り検‘1」．と改，’t”の机‘i．」，

　62－97
／ll／2　jPtf戊こttf）9S）「IU　tVb　fi’‘｛†1［：改‘’tl．ピ∫｛践のll果題一児1’IC十t，十n・保frソ）新il白C

　への提、r」．　ll刷・、1耐1：

1轟「II　j’・12（XX））［i「El’・筏辛llll「炭・111．1’・a）良1㌧「瑚係形成［二つ」・ーこの「「圷究　児

　活棚談所・委託後グ）レ・’プ揃導に参加したtl｛粗のケースをiuf　Lて　］，お

　茶の水女】’．大学ノく’．ド・院修1：，iA’X

l5．森和∫・c2｛H｝2）「t奇Et／L‘elttにおけるlil硯友，1〔後指tS：の取1．1組み一piti沢児巾↓ll

　‘，炎所でのグル・一プ押∫）「lt1・硯イ｝1目ン】の援助曳汎を辿して一1、1：本引：会

　福刊．’．㌧！会き1ま肯

，，6｝池．1杏聡‘1Y97）「ソーシャルリーク実眼における　．次的外協ス1・レスに関

　する　・杉察一心的外傷ストしス　lPTSD‘に批わる援肋M・の・Lhlt・一ト

　システム．．1、「礼会研祉’．F！」亦3S－2」♪、　Uイく損．会禍｛‘1．学フ7、1・．［9

キーり…ド：親子関係

　子の出生、養子緑組、婚姻などによって生ずる親と子の世

代間の人間関係。生物学的な血縁関係による親子関係だけで

なく，養父母と子．里親と里子、ときには、嫁と姑など義理

の親子関係を含む。乳幼児期における親や養育者の対応が人

格形成に大きな影響を与えることがS・フロイトにより指摘

されて以来一親子関係が子どもの発達への彫踏過程が吟味さ

れてきた。乳児期のアタッチメントのあり方が、幼児期から

青年期にかけての発達に大きな影間を及ほすことが指摘され

ている。
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里親制度推進にあたって
の課題．鯨都鯖家庭制度における実践から

和泉短期大学児童福祉学科

特 集

　　　　さくら　い　　　な　　　つ　　　こ

紺酬櫻井奈津子

社会的養護としての里親

キー一ワード：パーマネンスの保障と里親制度

　子どもの健やかな育5と目立のプロセスを支援するには、子どもとその養育者、養育環境

との継続的で安定した関係が不可欠である。これらの関係性における永続性をバーマネンス

という。社会的養護を必要とする子どもへの「パーマネンスの保陣」という観点から「東京

都養育家庭制度」が果たした役割を見直し、里親制度が担う役割について考えてみたい。

1，はじめに

　1973（昭和tl8）年に発足した東〕；（都養育家庭制｝斐

は、社会的養護を必要とする児童に対して、施設養

護との連携による家庭的．養護の提供を試みたもの

で、児童養護施設等の施設1こ併設された養育家庭セ

ンターが、児童相談所・施設との連携のもとに養育

家庭（養育里親）の開拓、児章委託の推進、旧親養

育への支援を行うという独白の方法で里親lljl｝度を推

進するものであった。東京都が2002（平成］4）年3

月に制度を廃ll：するまでの29年問に誕べi，271家庭

が養育家庭として登録し、1，274名の児童が養育家庭

に委託された、、

　この東京都養育家庭制度の実績を振り返り、IT1．親

制度を活用する際の課題を検討したいc

2．東京都養育家庭制度の実績

　本制度の総括的な報告がなされていないので過去

に公表された統計から29年㈹の実紙を概観してみる

ことにする♂‘

　29年間に委託された児竜ユ．274名は、その約．’ド数に

あたる610名が「家庭復帰の可能性が少ない」ことを

理由に委託されているt，委託される児II†1の通学して

いる学校との関係で、地域性を厄祝し養育家1ぱへの

委託となったケースが全体の12．2％、児ミi1：相1淡所の

’時保誰所や施設に受け入れる余裕がなく緊急対応

として養育家庭に委託されたケースが9．5％である．、

この緊急対応ケースの割合は、制度発足当初の乳幼

児養護が急増し、施設での受け人れが閲に合わなか

った時期と、高齢児対応に追われた］970年代後‘lt：か

ら80年代にかけて多くなっている（図1、2）、，併せ

て委託児童の年齢も、制度発足当初に6；1｝IIを超えて

いた未就学児11itの割合が次第に減少し、高齢YV　k・］’LLZ

に窮した80年代以降に中学生以ヒの委託が急増して

いる（図3）。
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Iumsの児水と母性

　委託解除児童は1，050名にのぼる．が、家庭引き取り

28．2％、満年齢・就職「2130．2％、養子縁組4．696で、

全体の63．0％が措置解除となっており、37．0％が「委

託期間満了」‘：’．を含めた施設等への措置変更である

（図4）。委託解除の状況にも時期的な特徴があり、

制度発足当初と、1998年度以降は家庭引き取りによ

る委託解除が40％を超えており・、88年度から97年度

にかけては満年齢・就職による解除の1馴合が増えて

いる（図5）。

3．東京都養育家庭制度の特徴

　本制度は「養子縁組を目的としない里親制度」と

して、杜会的養護を必要とする児童に対して、施設

養護だけでなく家庭的養護を推進することが大きな

図2．委託理由（年度別）

　〔年度） （人）

図3．委託時の年齢（年度別）

　（年度）

1998～
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ヒ］家庭複焔の可能性力‘少ない

■学佼等との関係で地域に委託

口’M．ifi関係を祖認

口保纏者の希望

60％　　　80％　　100％
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■治療敦育効果を朋待

口その他

図4，委託解除の状況（件数）．

■家庭引き取り　　口遮子杖組
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図5，委託解除の状況（年度別）
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目的であった。委託期間を2年とし、ケースの状況

により必要に応じて委託期開を更新する手続きをと

ることによって、公的資源としての里親という側而

を打ち出している。

　本制度における大きな特徴は、施設に併設された

養育家庭センターの存在と、養子縁組を前提としな

い養育里親としての位置づけを明確にしたことであ

ろう。本制度においては、施設養護との連携による

家庭的養護の推進を目的に、従来児童相談所が行っ

てきた里親委託の推進、委託後の里親への指導・支

援を、児童養護施設等に併設された「養育家庭セン

ター」が行うとした。養育家庭の認定にあたっては、

養育家庭センターが養育家庭希望者からの申し込み

を受け、家庭調査を行い、児童相談所を通して里親

認定部会に報告され、認定の可否が決定する。児童

委託に際しては、児童相談所から提案された委託候

補に対して、養育家庭センターが適当な養育家庭を

推薦し、組み合わせが決定する。両者の交流状況か

ら委託を決定するのは児童相談所である。委託中の

養育家庭に対しては、養育家庭センターが家庭訪問

や電話等により児童と家庭の状況を把握し、必要に

応じて指導・支援を行う。状況によって措置変更・

措置解除が必要な場合、また2年間の委託期間を更

新するとき、児童の保護者等との調整が必要な場合

においては、児童相談所との協議の上、児童相談所

の決定によって必要な措置が講じられる◇

　家庭における児童養育は、委託児竜と里親家庭と

の関係性、委託児童のもつ養育一ヒの困難性、里親の

養育観や養育態度における課題、家庭内での状況の

変化等に影響を受けやすく、委託を継続する上での

さまざまなリスクに対してどう支援するか、具体的

にどのような支援体制が整えられているかが、里親

養育の活性化を握る鍵となろう。養育家庭からの相

談窓口となる養育家庭センターが施設に併設された

24

ことは、こうした児童養育の日常的な危機的状況に

即応しやすく、具体的な支援を行いやすい状況であ

った。実際、緊急11寺の委託児童の一時的な受け入れ、

レスパイトケアとしての児童の受け人れ、措置変更

を養育家庭センターの母体である施設が応じるケー

スも少なくなかった。

　その一方で、措置決定機関である児童相談所との

関係においては、里親養育の現状が直接的に児童相

談所に伝わりにくく、常に養育家庭センターと児童

相談所との連携のあり方が討議されていた。複数の

機関がかかわることでの事務レペルでの煩雑さや、

ケース対応を巡る見解の相違から、処遇方針がなか

なか決定できない等が常に問題提起されていた。

　もう一つの特徴である養子縁組を前提としない養

育里親としての位置づけを明確にしたことについて

は、学齢児童が学校を転校することなく地域の叩で

杜会的養護を受けるための資源として、また児童相

談所や施設に受け入れられない児童の受け［［］1として

養育家庭が活用された。里親養育が実親等との交流

の少ない児童や養子縁組を前提とした児童といった

限定された対象のためにあるものではなく、広く社

会的養護を必要とする児童の受けlll1の一’つとして位

置づけられ、活用されたことは、家庭的養護の本質

的な意義に叶うものとして評価できよう。

　しかし、その一’方で、委託児童の約半数は「家庭

復帰の可能性が少ないJことを理由として養育家庭

に委託されている。家庭復帰の可能性が少ないにも

かかわらず、これらの児童が養子縁組に結びつかな

かったのは、児童の親権者からの養子縁組の承諾が

とれない、児童の年齢が高く養親希望者がいない、

児童の発達の状況から将来的な不安があること等が

大きな理巾であった。つまり児童自身には実親家庭

に代わる恒久的な家庭（満年齢や就職による委託解

除後も親代わりとなる家庭）を保障することが必要



な状況にあり、枕会的養護の資源として期聞を定め

た里親による児童養育という本制度の1モ旨からはな

じまない児蹴でもあった。現状として、長期的な養育

を引き受け、委託解除後も児遣との擬似的な親子関

係を継続する養育家庭の存在によって、こうした児

恒の＝一ズがまかなわれてきたのであるが、このよ

うな長期にわたる児赦養育は、養育家庭と公的機関

における児竜養育の貴任分担をあいまいにし、結果

的に養育家庭の個人的な資質に多くを頼ることとな

一
）た，

4．里親制度推進の課題

　東京都は社会的養護システムの川：構築の中で、

2002年度から養育家庭センターを廃1．llし、その業務

は児巾相談センター養育家庭担111、都内2カ所の養

育家庭支援センター、地域児載相談所、東京都福祉

局育成課に移管された，。児巾相談所が養育家庭に対

して直接かかわる機会の少ないことが本制皮の伸び

悩みの・囚との見解からであったが、福祉r算削減

のため都の単独事業を整迎するという背景があった

ことは否めないであろう、，

　養育里親は養f一縁組や施設養護の補1完として存在

するのではなく、地域社会に根ざしたチ育て支援の

一つの資源であると同時に、他の資源との連携の．L

で社会的養謹を実践するものである、，養子縁組を前

提としない以lz、制度1：は養育q［親そのものが’r・ど

ものパーマネンスを保障する場にはならないt／むし

ろ、実親等による養育を支援するための、施没等を

含めたケア・チームとして位置づけられるべきであ

ろう．東京都が今回の制度兄直しの中で強両した「ケ

アの必要なr・どもが家庭的雰囲気の中で健やかに育

ち、日ウ1できる．i杜会的養漫の確・膓：については、ま

さに本制度がその理念上めざしていたものであっ

た。しかし、養∫・縁組を前提としない1じ親としての

泄界の児1置と母性

役割をどこに求めるのかという前提があいまいなま

ま、養育家庭は養子縁組や施設養言隻で対応しきれな

かった児帝への受け皿に終始する結果となった。

　このことは、里親委託業務を児童相談所に移管す

るだけで解決できる課題ではない。実務レベルで誰

が担当するかという問題以前に、．r・どものパーマネ

ンスを保障するためのケアプラン、ファミリーケー

スワークに対するしっかりとしたアセスメントが必

要であるn実親等への復帰が望めない児制二は、乳

幼児に限ることなく養子縁組が検討されなくてはな

らないし、そのために養子縁組を前提とする里親の

幅を広げ、養育力を高めてゆくための取り組みや、

養f・縁組後の家庭に対するk援が必茨である。

　つまり、児散のバーマネンスの保障という観点か

ら養育里親が本来担うべき役割を遂行するシステム

を構築するためには、川親制度の中身だけを検討す

るのではなく、社会的養護システム全体の中での、

養1㌧縁組、養育里親、施波の役割分担を明確にした

Lで、実親、養親、里親がそれぞれの役割を遂行で

きるように支援体制を整えておくことが必要なので

ある。

Tl・
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」出扮「統h“’et1：1．にスsる2〈）年川の実績j束戊；［都涜加局「．育てる　X育家庭

〕川度2〔凋Ψli己念1志l　L993年、1，ll．30－52

・　］lt川」京r・「・ド成1［布度　杜会kl趾丈U良研究発表会搬；1＞　叫ミ‘1％［；独rlの
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岨えた二とによ・．・て措置解除となt．tたものをさrト　高校十：業時、あるい

は2〔）汲に遠するまでの措置延艮後の解除である．

就職は［呂歳」ミ満の児巾が就職しrいγLたことによる措置解除をir・す

1：｛t’i：t朗川｝碕LLこよる委1　し解除は、　tt、1靴防点において初めから〕t定されて

いた111†置変迎をfi”’たケースをさす　例えLe、施設での・受け人れが渕鮒
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　け人れがオIF能になった1時点でtl，i阻変更を行ったものである
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里親を求めて
一 『愛の手運動』の40年の実践から

特 集
社会的養護としての里親

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よね　さ’わ　ひろ　　こ
棚法人家麟護髄舩主任ヶ一ス・一・一米沢普子

1．「愛の手運動』のスタート

　家庭養li隻促進協会の活餉力は111M，1135．　1，1：一から要保護児

ITrl：の家庭養護の促進を願って始まりました，．　ll｛｛利37

年に、親が育てられないr一どもたちに1ll．親を開拓す

る『愛の下運動』が児洞：H談所と共に、ラジオや新

開のマスコミの協力を得てスタートしました，、「今、

このr・に1∬親を求めています」と　・人の∫・どもを紹

介し、川親を募るいわゆる「愛の千方式」ですc、こ

の運動をとおしてこれまでに2，002人（’卜成14年3H

末）の」f一どもたちが川親に引き取られました、，里親

として養W中の1「・どもを除いて、そのうち里親と養

∫・縁組が成、ン：した者が約7割、里親家庭からrいン：し

ていった者が1割、田親家庭から実親家庭に復帰し

た者が1割となっています。

　活動にはいくつかの柱があります。策1に、r・ど

もたちの里親開拓、それにともなう家庭調介や委託

後の援助，、第2にll｝親や里親希望者にむけての研修

の実施、第3に調杏、研究、、第／1に啓発のための広

報です。ここではふれませんが、民川機関として運

営費の調遠にかなりのエネルギーがかかっていま

す。

2．減少する里親希望者

　『愛の］～運動』の発足から11年後の昭和49年からill

し込み者数は減少してきています、、それは全国の1∪

親登録者の滅少とほぼ同じ傾向を示しています（図

1参照）．
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特にここ数年のi1．／／親の不足感は著しいものがありま

す。イギリスやアメリカのψ（門家も同じ状況と㍑い

ますが、要保護児巾のi割にも満たないわが回のU，L

親委託θ）現状を考えると欧米とは基本的なところで

違っているように思います、、里規の必要なr・どもは

さまざまな状況で、了・どもの数の何倍もの多様な『1

親家庭の登録がないと了・どものニーズにあった川親

選びができません．、

　協会へのIII込者の8割は養子縁組里親を希望して

おり、またf・どものいない夫婦（あるいは単身者）

が8割です、t養」二縁組里親も養育川親も］’・どもの福

祉の制度であるというアピールを常々してきました

ので、ゆるやかにではありますが、その理解が浸透

してきているとほえます。といっても、ハンディキ

ャップのある子ども、国籍の異なる子どもは阻親委

託が困蛾な状況であるのは変わりありませんが、以

図1，里親希望者の推移
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